
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
三
号 

本

庁 

地

方

機

関 

学
校
以
外
の
教
育
機
関 

広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
文
書
管
理
規
程
及
び
広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
決
裁
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

広
島
県
教
育
委
員
会 

教
育
長 

榎 

田 

好 

一 

広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
文
書
管
理
規
程
及
び
広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
決
裁
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

（
広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
文
書
管
理
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
文
書
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓

令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
二
中 

「
健
康
福
利
課 

「
広

教
委

健
」
」

を 
 

「
健
康
福
利
課 

  

文
化
財
課 

「
広

教
委

健
」
 

「
広

教
委

文
」
」

に
、 

 

「
生
涯
学
習
課 

  

文
化
財
課 

「
広

教
委

生
」
 

「
広

教
委

文
」
」

を 

 

「
特
別
支
援
教
育
課 

生
涯
学
習
課 

「
広

教
委

特
」
 

「
広

教
委

生
」
」

に
、 

 

「
広
島
県
立
み
よ
し
風
土
記
の
丘 

「
広
 
県
 
風
」
」

を 
 

「
広
島
県
立
み
よ
し
風
土
記
の
丘 

 

広
島
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館 

  

広
島
県
立
歴
史
博
物
館 

「
広
 
県
 
風
」
 

「
広
 
県
 
歴
」
 

「
広
 
県
 
博
」
」

に
、 

 

「
広
島
県
立
福
山
少
年
自
然
の
家 

 

広
島
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館 

  

広
島
県
立
歴
史
博
物
館 

「
広

県
福

少
」
 

「
広
 
県
 
歴
」
 

「
広
 
県
 
博
」
」

を 

 

「
広
島
県
立
福
山
少
年
自
然
の
家 

「
広

県
福

少
」
」

に
改
め
る
。 

 

（
広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

附
則
中
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
附
則
第
三
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五

項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
五
項
と
す
る
。 

附
則
第
二
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
第
十
七
号
ま
で
、
第
二
十
号
、
第
二
十
九
号
及
び

第
三
十
号
」
を
「
第
十
八
号
ま
で
、
第
二
十
一
号
、
第
三
十
号
及
び
第
三
十
一
号
」
に
改
め
、
同
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
五
項
に
掲
げ
る
秘
書
広
報
室
長
の
職
に
あ
る
者
は
、
別
表
第
二

管
理
部
の
部
総
務
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

４ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
五
項
に
掲
げ
る
法
務
室
長
の
職
に
あ
る
者
は
、
別
表
第
二
管
理

部
の
部
総
務
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

別
表
第
一
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
十
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
欄
第
十
二
号
中
「
第
十
五
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を
「
第
十

七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
十
三
号
と
し
、
同
欄
第
十
一
号
を
同
欄
第
十
二
号
と
し
、
同
欄
第
十
号

を
同
欄
第
十
一
号
と
し
、
同
欄
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十 

予
定
賃
貸
料
の
年
額
又
は
総
額
が
三
百
万
円
未
満
の
行
政
財
産
及
び
普
通
財
産
の
貸
付
け 

別
表
第
一
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
三
十
四
号
を
第
三
十
五
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
欄
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
四 

予
定
賃
貸
料
の
年
額
又
は
総
額
が
五
十
万
円
未
満
の
行
政
財
産
及
び
普
通
財
産
の
貸
付
け

（
定
例
的
な
普
通
財
産
の
貸
付
け
を
除
く
。
） 

 

別
表
第
二
管
理
部
の
部
健
康
福
利
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

文  化  財  課 

一 

文
化
財
保
護
法
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
第
百
八
十
四

条
第
一
項
及
び
文
化
財
保

護
法
施
行
令
第
五
条
の
規

定
に
よ
り
県
教
育
委
員
会

が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
権

限
の
う
ち
、
法
第
三
十
五

条
第
三
項
（
他
の
規
定
で

準
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指

揮
監
督 

二 

広
島
県
文
化
財
保
護
条

例
（
昭
和
五
十
一
年
広
島

県
条
例
第
三
号
）
第
十
八

条
（
第
三
十
二
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
出

品
の
勧
告
、
管
理
職
員
の

一 

文
化
財
保
護
法
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
第
百
八
十
四

条
第
一
項
及
び
文
化
財
保

護
法
施
行
令
第
五
条
の
規

定
に
よ
り
県
教
育
委
員
会

が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
権

限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の 

㈠ 

法
第
四
十
三
条
第
一

項
及
び
第
百
二
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る

現
状
変
更
等
の
許
可 

㈡ 

法
第
五
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
公
開

の
許
可 

㈢ 

法
第
九
十
四
条
第
四

項
及
び
法
第
九
十
七
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る 

 



 

 

指
定
、
出
品
経
費
の
負
担

及
び
給
与
金
の
支
給 

 

勧
告 

二 

文
化
財
保
護
法
に
基
づ

く
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ

る
も
の 

㈠ 

第
百
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
返
還
又
は
通

知 

㈡ 

第
百
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
鑑
査 

㈢ 

第
百
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
通
知
及
び

差
戻
し 

㈣ 

第
百
三
条
の
規
定
に

よ
る
文
化
財
の
引
渡
し 

㈤ 

第
百
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
重
要

文
化
財
等
の
管
理
等
の

受
託
及
び
技
術
的
指
導 

三 

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取

締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法

律
第
六
号
）
に
基
づ
く
権

限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の 

㈠ 

第
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
刀
剣
類
等
の
登

録
、
鑑
定
等 

㈡ 

第
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
登
録
証
の
交
付
及

び
そ
の
再
交
付 

㈢ 

第
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
登
録
証
の
返
納
受

理
及
び
そ
の
通
知 

㈣ 

第
十
七
条
の
規
定
に

よ
る
諸
届
出
の
受
理
及

び
通
知 

㈤ 

第
十
八
条
の
二
の
規

定
に
よ
る
刀
剣
類
の
製

作
の
承
認 

四 

広
島
県
文
化
財
保
護
条

例
に
基
づ
く
権
限
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

㈠ 

第
七
条
第
一
項
（
第

三
十
二
条
及
び
第
四
十

条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
管
理
団
体
の

指
定 

㈡ 

第
八
条
第
一
項
（
第

三
十
二
条
及
び
第
四
十

条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規 



 

 
 

定
に
よ
る
管
理
団
体
の

指
定
の
解
除 

㈢ 

第
十
三
条
第
一
項

（
第
三
十
二
条
及
び
第

四
十
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
補
助
金

の
交
付
及
び
同
条
第
二

項
（
第
二
十
六
条
第
二

項
、
第
二
十
七
条
第
四

項
、
第
三
十
二
条
、
第

三
十
三
条
第
二
項
及
び

第
四
十
条
に
お
い
て
準

用

す

る

場

合

を

含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る

指
示 

㈣ 
第
十
四
条
（
第
三
十

二
条
及
び
第
四
十
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
管
理
方
法
の
改
善

等
の
勧
告
及
び
費
用
の

負
担 

㈤ 

第
十
五
条
第
一
項

（
第
三
十
二
条
及
び
第

四
十
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
納
付
金

事
務 

㈥ 

第
十
五
条
第
二
項

（
第
三
十
二
条
及
び
第

四
十
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
納
付
の

免
除 

㈦ 

第
十
六
条
（
第
三
十

二
条
及
び
第
四
十
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
現
状
変
更
等
の
許

可
、
指
示
、
行
為
の
停

止
及
び
許
可
の
取
消
し 

㈧ 

第
十
九
条
第
一
項

（
第
三
十
二
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る

公
開
の
勧
告
及
び
同
条

第
二
項
及
び
第
三
項

（
第
二
十
七
条
第
二
項

及
び
第
三
十
二
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を 

 



 

 

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

指
示
及
び
公
開
経
費
の

負
担 

㈨ 

第
二
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
保
存
措

置
及
び
保
存
経
費
の
補

助 

㈩ 

第
二
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
記
録
の

公
開
の
勧
告
及
び
同
条

第
三
項
（
第
三
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
公
開
経

費
の
補
助 

 
 

第
三
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
保
存
の

措
置
及
び
保
存
経
費
の

補
助 

 
 

第
三
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
記
録
の

公
開
の
勧
告 

五 

広
島
県
埋
蔵
文
化
財
取

扱
規
則
（
平
成
十
二
年
広

島
県
教
育
委
員
会
規
則
第

十
一
号
）
第
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
出
土
文
化
財
の

貸
与
の
決
定 

 

別
表
第
二
教
育
部
の
部
指
導
第
二
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
四
号
を
削
る
。 

 

別
表
第
二
教
育
部
の
部
指
導
第
三
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

特 別 支 援 教 育 課 

一 

広
島
県
立
特
別
支
援
学

校
の
就
学
区
域
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
五
年
広
島

県
教
育
委
員
会
規
則
第
九

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ

る
違
反
者
の
入
学
許
可
の

取
消
し
等 

一 

学
校
教
育
法
施
行
令
に

基
づ
く
権
限
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
も
の 

㈠ 

第
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
入
学
期
日
等
の
通

知
及
び
学
校
の
指
定 

㈡ 

第
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
校
長
及
び
市
町
教

育
委
員
会
へ
の
通
知 

㈢ 

第
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
就
学
の
変
更
及
び

保
護
者
等
へ
の
通
知 

生  涯  学 

一 

社
会
教
育
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
七

号
）
に
基
づ
く
権
限
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

㈠ 

第
九
条
の
六
（
第
二

十
八
条
の
二
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る 

一 

高
等
学
校
卒
業
程
度
認

定
試
験
及
び
中
学
校
卒
業

程
度
認
定
試
験
の
実
施 

二 

博
物
館
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
二
百
八
十
五

号
）
に
基
づ
く
権
限
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

㈠ 

第
十
三
条
の
規
定
に 

（ ）

十
一

（ ）

十
二



習  課 

 

社
会
教
育
主
事
等
の
研

修
の
実
施 

㈡ 

第
四
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
社
会
教

育
の
た
め
の
講
座
の
開

設
要
求 

二 
博
物
館
法
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
年
文
部
省
令

第
二
十
四
号
）
第
九
条
第

三
号
の
規
定
に
よ
る
学
芸

員
の
無
試
験
認
定
者
の
推

薦 

 

よ
る
変
更
届
の
受
理
及

び
変
更
登
録 

㈡ 

第
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
廃
止
届
の
受
理
及

び
登
録
の
抹
消 

ス ポ ー ツ 振 興 課 

 

一 

広
島
県
立
学
校
体
育
施

設
開
放
事
業
実
施
要
綱

（
昭
和
六
十
年
四
月
一
日

広
島
県
教
育
委
員
会
教
育

長
決
定
）
に
よ
る
開
放
校

の
指
定 

 

別
表
第
二
生
涯
学
習
部
の
部
を
削
る
。 

附  

則 

こ
の
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


